
障害者支援施設緑風園（指定短期入所）運営規程 

 

第 1 章 総則 

 

（趣旨） 

第1条 この規程は、社会福祉法人島根県社会福祉事業団が設置する障害者支援施設緑 

風園が指定短期入所の事業（以下「事業」という。）を適正に運営するために、島根

県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年

12 月 21 日島根県条例第 75 号）第 108 条に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（事業の目的） 

第2条 事業を行う事業所（以下「事業所」という。）は、利用者の身体その他の状況及 

びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を

適切かつ効果的に行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成 17 年 11 月 7 日法律第 123 号。以下「法」という。）第 5 条第 8 項に規定す

る短期入所（以下「サービス」という。）を適切に提供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第3条 事業を行う事業所は、次に掲げる運営方針に基づきサービスを提供するものと 

する。 

(1) 利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、利用者 

の能力や特性、環境などに即した適切な介護や支援を行うものとする。 

(2) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたった福祉サービスを提供

するよう努めるものとする。 

(3) できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行

い、市町村、指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業を行う者、その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとす

る。 

(4) サービスの自己点検と評価を定期的、継続的に実施するなど必要な措置を講じ、

さらなる福祉サービスの質の向上を目指すものとする。 

(5) 極めて公共性・公益性の高い事業に取り組んでいることから、事業の持続的発展

を図るため、安定的な経営と福祉サービスを支える人材の育成に努めるものとす

る。 

 



 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第4条 事業所の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。 

名 称 所 在 地 

障害者支援施設緑風園 島根県邑智郡邑南町中野 2384 

 

（利用定員） 

第5条 利用定員は、4 人とする。 

2 事業所の長（以下「管理者」という。）は、前項に規定する利用定員を超えて利用さ

せてはならない。ただし、災害等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

第 2 章 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

（職員の職種及び員数） 

第6条 事業所に次の職員を置く。ただし職員は、併設する指定障害者支援施設の職員 

を兼務するものとする。 

 (1) 管理者 1 人  

 (2) 自立支援課長 1 人 

 (3) 事務職員 3 人 

 (4) サービス管理責任者 3 人 

(5) 生活支援員 40 人以上 

(6) 看護職員 2 人以上 

(7) 管理栄養士 1 人 

(8) 調理員 6 人以上 

(9) 警備員 2 人 

(10) 用務員 2 人以上 

 

（職員の職務） 

第7条 職員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 管理者は、事業所の業務を統括し、職員を指揮監督する。 

(2) 自立支援課長は、自立支援課の業務を掌握し、所属職員を統括する。 

(3) 事務職員は、会計事務、給与事務その他の庶務を行う。 

(4) サービス管理責任者は、利用者の個別支援計画に関する業務等を行う。 

(5) 生活支援員は、利用者の日常生活に必要な支援を行う。 

(6) 看護職員は、利用者の健康管理、保健衛生業務等を行う。 

(7) 機能訓練指導員は、利用者の身体機能の維持・改善等のための訓練を行う。 

(8) 管理栄養士は、献立作成、利用者の食事全般に関する栄養指導等を行う。 



 

 

(9) 調理員は、調理業務を行う。 

(10) 警備員は、夜間及び休日の防犯、防災のための警備を行う。 

(11) 用務員は、衣類等の洗濯、施設内の清掃を行う。 

   

（職員の勤務体制等） 

第8条 職員の勤務体制は、社会福祉法人島根県社会福祉事業団職員就業規則（平成 12 

 年 5 月 26 日規程第 3 号）の定めるところによる。 

2 管理者は、職員の資質向上のために、研修の機会を確保するものとする。 

 

第 3 章 サービス提供の開始及び終了 

 

（サービス提供の開始） 

第9条 管理者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受ける 

ことが一時的に困難となった利用者を対象にサービスを提供するものとする。 

2 管理者は、サービスの提供を求められた場合は、当該サービスの利用を申し込んで 

いる者（以下「利用申込者」という。）の提示する受給者証によって支給決定の有無、

支給決定の有効期間、支給量等を確認するものとする。 

3 管理者は、前項の確認においてサービスに係る支給決定を受けていない利用申込者

については、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行うものとする。 

4 管理者は、定員に達している場合又は利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供

することが困難である場合その他正当な理由がある場合を除いては、サービスの提供

を拒まないものとする。 

5 管理者は、サービスの利用を決定したときは、当該利用を決定した者（以下「利用

者」という。）又はその家族等に対し、この規程の概要その他利用者のサービスの選

択に資すると認められる事項を記載した文書を交付して説明を行い、文書により同意

を得た上でサービス利用契約を締結するものとする。 

6 管理者は、サービスの開始又は終了に際しては、事業所の名称及び入所又は退所の

年月日その他必要な事項を利用者の受給者証に記載するものとする。 

  

（サービス提供の終了） 

第10条  管理者は、利用者が前条第 5 項に規定するサービス利用契約で定める契約の終 

 了事由に該当する場合若しくは契約の解約又は解除が行われた場合には、サービスの 

 提供を終了するものとする。 

2 管理者は、利用者のサービス提供の終了に当たっては、相談支援事業者、保健・医 

 療機関その他の福祉サービス機関等と連携し、必要な援助を行うものとする。 



 

 

第 4 章 サービスの内容及び利用料等 

 

（サービスの内容） 

第11条 サービスの内容は、次のとおりとする。 

(1) 離床、着替え、整容、排せつその他日常生活上必要な介護 

(2) 心身の状況を踏まえた適切な方法による入浴 

(3) 利用者の嗜好、年齢や障がいの特性に配慮した、栄養管理に基づく食事の提供 

(4) 利用者又はその家族等からの相談に対する必要な援助 

(5) 利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に関するレクリエーション、行事等の

実施 

 

（サービスの主たる対象とする障害の種類） 

第12条 サービスの主たる対象者は、知的障がい者とする。 

 

（利用料等） 

第13条 管理者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際は、利用者 

又はその家族等から利用者負担額として厚生労働大臣が定める基準により算定した

費用の額から当該サービス等につき支給された介護給付費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。 

2 管理者は、前項に規定する利用料のほか、別表に掲げる費用の額の支払を受けるも

のとする。ただし、食事の提供に要する費用及び光熱水費については、食事の提供に

要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針（平

成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 545 号）によるものとする。 

3 管理者は、前項に規定する費用に係るサービスの提供に当たっては、利用者又はそ

の家族等にあらかじめ説明し、文書により同意を得るものとする。 

 

第 5 章 サービス利用上の留意事項 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第14条 利用者は、サービス利用に当たっては次の事項に留意しなければならない。 

(1) 事業所の居室、共用施設、共用設備及び敷地をその本来の用途に従って利用す

ること。 

(2) 事業所及び施設の設備を故意に滅失、破損、汚損し、又は無断で仕様変更しな 

いこと。 

(3) 利用者相互の親睦を図り、事業所内の風紀秩序の維持に努めること。 

(4) 他の利用者に対し、勧誘、強要その他の迷惑行為を行わないこと。 



 

 

(5) 火気の取扱いに注意すること。 

(6) 外出する場合は、管理者にその旨を届け出ること。 

 

第 6 章 緊急時等における対応方法 

 

（緊急時等における対応方法） 

第15条 サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他緊 

急事態が生じた場合は、管理者が別に定める対応方針により対応するものとする。 

 

第 7 章 非常災害対策 

 

（非常災害対策） 

第16条 管理者は、非常災害に備え、火災、風水害、地震等の災害に対する消防計画を 

定め、職員に周知徹底するものとする。 

2 管理者は、前項に規定する消防計画に基づき、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行うものとする。 

3 管理者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう、日頃か

ら地域住民との密接な連携体制を確保するとともに、訓練の実効性が高まるよう、消

防関係者の参加を促すものとする。 

 

第 8 章 虐待防止のための措置に関する事項 

 

（虐待防止及び身体拘束廃止のための措置） 

第 17 条 施設長は、利用者に対する虐待を防止し、及び身体拘束を廃止するための委

員会を設置し、職員に対し定期的な研修を実施するなど必要な対策を講じるものとする。 

2 施設長は、虐待が発生した場合は、速やかに市町村に通報するとともに、必要な措 

置を講じるものとする。 

3 第１項に規定する委員会についての必要な事項は、施設長が別に定める。 

 

第 9 章 その他施設の運営に関する重要事項 

 

（事故発生時の対応等） 

第18条  管理者は、事故の発生又はその再発を防止するための委員会を設置し、職員に 

 対し定期的な研修を実施するなど必要な対策を講じるものとする。 

2 管理者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利

用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 



 

 

3 第 1 項に規定する委員会についての必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

（苦情処理） 

第19条 利用者及びその家族等からの苦情の処理については、社会福祉法人島根県社会 

福祉事業団苦情解決実施要領（平成 21 年 6 月 15 日要領第 4 号）の定めるところによ

る。 

 

（感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための措置） 

第20条 管理者は、感染症及び食中毒の予防及びまん延を防止するための委員会を設置 

し、職員に対し定期的な研修を実施するなど必要な対策を講じるものとする。 

2 管理者は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、実際に感染症が発生した 

 場合を想定した対応訓練を定期的に行うものとする。 

3 第 1 項に規定する委員会についての必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

（協力医療機関） 

第21条 事業所の協力医療機関の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。 

名 称 所 在 地 

公立邑智病院 島根県邑智郡邑南町中野 3848-2 

岸歯科医院 島根県邑智郡邑南町矢上 28 

 

（秘密保持等） 

第22条 管理者は、職員及び職員であった者が職務上知り得た利用者及びその家族等に 

関する一切の秘密を他に漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。 

2 管理者は、事業所が保有する利用者及びその家族等の個人情報については、社会福

祉法人島根県社会福祉事業団が保有する個人情報の保護に関する規程（平成 17 年 5

月 25 日規程第 1 号）に基づき、適切に管理するものとする。 

 

（地域との連携） 

第23条 管理者は、事業所の運営に当たり、地域住民又はその自発的な活動等との連携 

及び協力を図り、地域との交流に努めるものとする。 

 

（記録の整備） 

第24条 管理者は、事業所の設備、職員及び会計に関する記録、利用者に対するサービ 

スの提供に関する記録その他必要な記録を整備し、社会福祉法人島根県社会福祉事業

団文書等管理規程（平成 18 年 3 月 23 日規程第 6 号）に定める期間保存するものとす

る。 



 

 

（地域生活支援拠点等の機能を担う事業所） 

第 26 条 事業所は障害福祉サービス等及び障害児通所支援等円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針（平成 29 年厚生労働省告示第 116 号）第二の三に規定する地域生

活支援拠点等として次の機能を担う。 

  (1) 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害

者の状態 変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う

機能 

(2) 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害 福 祉サービ

スの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

 

附則  

この規定は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 



 

 

別表 

 

(1) 食事の提供及び居住に要する費用（1 日につき） 

朝食 300 円（うち食材費 220 円） 

昼食 600 円（うち食材費 300 円） 

夕食 532 円（うち食材費 360 円） 

光熱水費 392 円 

事業所が提供する特別な食事に係る費用 実費 

事業所外の飲食店からの出前・購入及び外食の費用 実費 

  

(2) その他日常生活上必要な費用 

個人用の日用品 実費      

理美容代 実費 

予防接種代等 実費 

クリーニング代 実費 

預り金等管理料 月額 1,000 円 

送迎加算の額を超過した場合の燃料費 実費 

その他提供される便宜のうち、利用者に負担させるこ

とが適当であると認められるもの            
       実費 

 


